
「
官
人
」
「
物
節
」
も
い
る
だ
ろ
う
し
「
一
一
一
兵
近
衛
」
も
い
る
だ
ろ
う
。
「
前
後
二
一

子
」
は
官
人
だ
ろ
う
が
物
節
で
あ
ろ
う
が
三
兵
近
衛
だ
ろ
う
が
「
前
後
一
二
手
」
と

い
う
資
格
に
お
い
て
出
場
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
出
場
す
る
「
官
人
」
は

「
前
後
一
二
手
」
以
外
の
官
人
か
ら
、
出
場
す
る
ヲ
一
兵
」
は
「
前
後
一
一
一
手
」
以

外
の
二
兵
近
衛
か
ら
、
選
考
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

＊ 
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そ
れ
で
は
荒
手
結
で
優
秀
な
成
績
を
あ
げ
た
近
衛
が
な
ぜ
「
三
兵
」
と
呼
ば
れ
る

の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
わ
か
る
範
囲
で
考
え
て
み
た
い
。
『
小
右
記
』
長
和
二
年
八

月
二
十
七
日
条
で
は
、
九
月
十
六
日
の
土
御
門
殿
行
幸
の
と
き
競
馬
と
騎
射
を
行
う

か
ら
「
御
馬
乗
井
騎
射
三
己
上
」
を
出
場
さ
せ
る
よ
う
に
と
の
天
皇
の
仰
せ
が
右
大

将
実
資
に
伝
え
ら
れ
た
。
九
月
十
日
条
で
は
中
将
雅
通
か
ら
「
行
幸
日
官
人
井
三
以

上
騎
射
人
等
」
の
事
に
つ
い
て
実
資
に
指
示
を
求
め
て
き
た
の
で
、
実
資
は
「
射
手

官
人
に
奉
仕
さ
せ
る
よ
う
に
」
と
回
答
し
て
い
る
。
九
月
卜
六
日
の
行
幸
で
は
、
夜

に
な
っ
た
か
ら
騎
射
は
中
止
さ
れ
た
。

『
小
右
記
』
長
和
三
年
五
月
五
日
条
で
は
、
先
日
、
陣
座
で
道
長
が
実
資
に
「
今

年
の
手
結
で
は
『
三
巴
上
』
を
厳
密
に
選
考
す
る
よ
う
に
。
行
幸
で
は
『
三
巳
k
』

だ
け
を
出
場
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
命
じ
た
、
と
あ
る
。
こ
れ
は
冒
頭
の
五
月
十

五
日
条
の
、
騎
射
の
射
手
を
「
将
監
・
将
曹
・
府
生
」
と
「
前
後
二
一
手
」
と
「
三

丘
ご
に
す
る
、
と
い
う
道
長
の
命
と
同
一
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ

で
「
三
己
上
」
の
「
一
一
一
」
は
「
三
兵
近
衛
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
三
巳
上
」
は

「
射
手
官
人
」
（
将
監
・
将
曹
・
府
生
）
と
手
結
順
位
表
で
高
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
た
「
前
後
一
二
手
」
、
手
結
競
技
で
好
成
績
を
あ
げ
た
「
三
兵
近
衛
」
を
総
称
す
る

表
現
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
『
猪
熊
関
白
記
』
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
「
己
上
」
に
は
官
人

だ
け
で
な
く
番
長
ら
「
物
節
」
も
入
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
念
頭
に
置
い
た
ま
ま
保
留
し
て
い
た
寛
弘
二
年
（
一

O
O
五
）
の
①
「
騎

射
各
一
二
人
、
又
三
兵
」
日
②
「
騎
射
三
己
上
手
」
日
③
「
騎
射
三
己
上
」
の
等
式
に

立
ち
返
っ
て
み
た
い
。
③
「
三
己
と
」
が
、
こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
し
た
官
人
・
物

第 6弓史人

節
・
（
前
後
二
一
手
）
・
「
三
兵
」
の
総
称
概
念
と
す
れ
ば
、
②
「
三
巴
上
手
」
と
矛

盾
す
る
の
で
は
な
い
の
か
。
②
は
「
一
手
・
二
手
・
一
一
一
一
手
」
を
指
す
の
で
は
な
い
か

と
い
う
当
然
の
疑
問
で
あ
る
。
し
か
し
②
が
「
二
一
手
巳
上
」
で
は
な
く
「
三
己
上

手
」
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
「
一
二
己
上
」
の
射
手
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
③

「
三
己
上
」
と
同
義
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
①
「
各
三
人
、
又
三
丘
〈
」
の
射

手
三
人
が
す
べ
て
「
三
兵
」
な
ら
、
②
③
は
「
コ
一
巳
上
」
で
は
な
く
「
三
一
兵
」
と
す

れ
ば
い
い
は
ず
で
あ
る
。
①
の
「
各
三
人
、
又
三
兵
」
は
、
一
一
一
人
の
な
か
に
は
官
人

（
・
物
節
）
だ
け
で
な
く
「
一
一
一
兵
近
衛
」
も
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
「
二
一
」
な
の
か
。
そ
れ
は
騎
射
で
射
る
的
が
「
一
三
個
で
あ
る
か

ら
で
は
な
い
か
。
荒
手
結
で
、
三
つ
の
的
す
べ
て
を
確
実
に
射
抜
い
て
優
秀
な
技
量

を
発
揮
し
た
近
衛
が
「
一
一
一
兵
」
と
い
う
名
誉
の
称
号
を
与
え
ら
れ
、
真
手
結
に
出
場

し
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
行
幸
な
ど
で
の
騎
射
の
出
場
資
格
と
な
っ
た
、
と
考
え
て
お

こ
う
と
思
う
。
た
だ
し
長
和
五
年
の
右
近
衛
府
荒
手
結
で
「
ゴ
一
兵
」
が
六
人
い
た
の

に
、
土
御
門
第
行
幸
の
騎
射
に
出
場
で
き
た
「
三
兵
」
は
た
っ
た
一
人
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
は
、
「
一
一
一
兵
」
が
そ
れ
ほ
ど
の
栄
誉
と
い
う
も
の
で
も
な
く
、
真
手
結
へ
の
出

場
資
格
、
行
幸
騎
射
の
射
手
候
補
者
選
考
資
格
、
と
い
う
程
度
の
栄
誉
で
し
か
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

＊
な
ぜ
「
一
一
ご
兵
な
の
か
悩
ん
で
い
た
ら
、
山
本
佳
奈
さ
ん
が
、

値
だ
か
ら
で
は
な
い
で
す
か
と
、
こ
と
も
な
げ
に
教
え
て
く
れ
た
。

『
小
右
記
』

「
見
送
」

の
用
法

の
＊
 

『
小
右
記
』
の
な
か
で
藤
原
実
資
は

見
送
」

の
語
を
一
一
一
回
使
っ
て
い
る
。

た
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騎
射
の
的
が
二
一

下
向
井
龍
彦



『小右記』こぼれ話

い
し
た
問
題
で
は
な
い
が
、
『
小
右
記
』
を
読
ん
で
い
て
ち
ょ
っ
と
気
に
な
っ
た
の
で
、

実
資
が
「
見
送
」
を
ど
の
よ
う
な
意
味
で
使
っ
て
い
る
の
か
調
べ
て
み
た
。
そ
の
結

果
を
報
告
す
る
。

「
見
送
」
は
我
々
の
感
覚
で
は
「
見
送
る
」
で
あ
り
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
は
、

「
①
遠
ざ
か
っ
て
い
く
も
の
を
、
そ
の
場
に
い
て
な
が
め
や
る
。
去
っ
て
行
く
人
の

姿
を
後
方
か
ら
見
守
る
。
目
送
る
。
②
旅
立
つ
の
を
送
る
。
出
発
す
る
人
を
送
る
。

送
別
す
る
。
③
屍
を
葬
る
の
を
、
墓
地
ま
で
送
っ
て
行
く
。
葬
送
す
る
。
④
死
ぬ
ま

で
の
世
話
を
す
る
。
な
く
な
っ
た
人
の
最
期
を
見
届
け
る
。
⑤
見
て
い
る
だ
け
で
手

を
出
さ
な
い
で
い
る
。
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
。
⑥
取
引
所
で
用
い
る
語
。
相
場
の

見
込
み
が
立
た
ず
、
売
買
を
ひ
か
え
る
。
」
の
六
つ
の
語
義
を
あ
げ
る
（
『
諸
橋
大
漢

和
辞
典
』
は
「
見
送
」
を
立
項
し
て
い
な
い
て
と
こ
ろ
が
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に

み
え
る
ど
の
語
義
も
（
⑥
は
近
世
以
降
だ
ろ
う
が
）
、
『
小
右
記
』
の
「
見
送
」
の
用

例
に
あ
て
は
ま
る
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。

＊
 

そ
れ
で
は
事
例
を
紹
介
し
て
い
こ
う
。
「
見
送
」

な
い
で
お
く
。

の
部
分
だ
け
は
、
わ
ざ
と
解
釈
し

－
長
和
元
年
（
一

O
二
一
）
九
月
二
十
九
日
条

（
醍
醐

γ
〈
阜
）

今
日
大
級
事
、
去
タ
思
慮
、
国
忌
日
相
並
行
レ
之
如
何
、
夜
中
可
レ
尋
一
前
例
一

（
海
原
胤
子
）
一

之
由
仰
一
一
史
是
氏
一
、
々
々
今
旦
参
来
云
、
士
口
年
中
行
事
六
月
晦
日
国
忌
、

同
日
大
級
者
、
依
一
一
彼
例
一
可
レ
被
レ
行
欺
者
、
引
J

見
旧
年
中
行
事
一
、
如
一
是

彼
六
月
晦
日
国

氏
申
一
也
、
即
仰
下
可
准
行
一
之
由
人
忌
停
雌
早

f
、
又
件
案
内
仰
左
中
弁
一
、

大
皇
太
后
宮
大
夫
公
任
大
嘗
会
事
抄
出
、
左
相
府
命
云
々
、
今
日
被
一
見
送
也
、

三
条
天
皇
践
一
昨
大
嘗
会
に
む
け
て
八
月
か
ら
晦
日
ご
と
に
朱
雀
門
で
大
誠
を
行
う

こ
と
に
な
っ
た
が
（
八
月
二
十
七
日
条
）
、
大
嘗
会
行
事
検
校
実
資
は
、
九
月
晦
日

（
二
十
九
日
）
が
醍
醐
天
皇
国
忌
に
当
た
る
た
め
ど
う
す
る
か
先
例
を
確
か
め
た
う

あ
た
え

え
で
行
う
よ
う
前
日
の
九
月
二
十
八
日
夕
べ
、
史
の
直
是
氏
に
指
示
を
与
え
た
。
是

氏
は
晦
日
当
日
の
早
朝
、
実
資
邸
に
や
っ
て
来
て
、
「
『
古
年
中
行
事
』
に
よ
れ
ば
、

六
月
晦
日
は
醍
醐
生
母
藤
原
胤
子
の
国
忌
で
す
が
同
日
に
大
械
を
し
て
い
ま
す
、
こ

の
例
に
よ
っ
て
大
械
を
行
え
ば
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
言
っ
た
。
実
資

自
身
、
（
お
そ
ら
く
以
下
に
記
す
よ
う
に
、
今
日
、
公
任
か
ら
「
見
送
」
さ
れ
て
き

た
）
「
旧
年
中
行
事
」
を
検
索
し
て
み
た
が
、
是
氏
の
報
告
ど
お
り
だ
っ
た
。
そ
こ
で

実
資
は
是
氏
に
胤
子
園
忌
の
例
に
准
じ
て
大
械
を
執
行
せ
よ
と
命
じ
た
。
六
月
晦
日

の
胤
子
の
国
忌
は
早
く
に
（
二
七
年
前
）
停
廃
さ
れ
た
も
の
だ
（
寛
平
九
年
（
八
九

七
）
十
二
月
八
日
設
置
、
寛
和
一
冗
年
（
九
八
五
）
四
月
二
日
廃
止
、
『
国
史
大
辞

典』）
0

こ
の
こ
と
を
左
中
弁
藤
原
経
通
に
も
命
じ
た
。
太
皇
太
后
宮
大
夫
公
任
は
、

左
大
臣
道
長
の
命
に
よ
っ
て
「
士
口
（
旧
）
年
中
行
事
」
の
「
大
嘗
会
事
」
の
必
要
部

分
を
抜
き
書
き
し
た
と
い
う
が
、
当
日
の
今
日
に
な
っ
て
私
実
資
の
許
に
そ
れ
を

「
見
送
」
し
て
き
た
。

「
今
日
被
一
見
送
一
」
の
主
体
が
道
長
な
の
か
公
任
な
の
か
迷
っ
た
が
、
実
資
は

「
被
」
の
敬
語
表
現
を
道
長
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
史
料
6
で
み
る
よ
う
に
公
任

に
対
し
て
も
用
い
て
い
る
か
ら
、
こ
の
場
合
、
公
任
が
道
長
か
ら
書
写
し
て
大
嘗
会

行
事
検
校
実
資
に
送
る
よ
う
指
示
さ
れ
、
実
資
に
「
見
送
」
し
て
き
た
と
解
釈
し
て

お
く
。
「
古
（
旧
）
年
中
行
事
」
は
弁
官
局
に
常
備
さ
れ
史
が
活
用
し
て
い
た
年
中
行

事
書
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
公
卿
た
ち
も
閲
覧
可
能
で
、
公
任
は
取
り
寄
せ
て
筆
写

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
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2
長
和
二
年
（
一

O
二
二
）
七
月
十
五
日
条

今
日
巳
刻
新
納
言
肝
督
府
参
内
、
午
時
間
可
レ
着
宜
陽
殿
・
陣
等
、
車

井
雑
具
・
厩
馬
二
疋
依
一
彼
御
消
息
一
奉
レ
遣
、
下
簾
白
一
右
相
府
一
可
レ
士
山

之
由
云
々
、
伺
不
レ
奉
一
下
簾
一
、
新
納
言
見
ゴ
送
右
府
下
簾
一
二
山
、
太
別
様



不

懸
用
、

伺
付
廻
奉
レ
遣
也
、

可
レ
送
善
下
簾
者
、

今
日
、
兄
懐
平
が
新
権
中
納
言
と
し
て
始
め
て
参
内
し
、
午
刻
に
宜
陽
殿
公
卿
座

と
左
近
衛
陣
座
で
「
着
陣
の
儀
」
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
私
実
資
は
兄
の
求

め
に
よ
っ
て
、
こ
の
晴
れ
舞
台
の
参
内
に
乗
る
車
と
車
具
と
馬
二
疋
を
送
る
こ
と
に

し
た
が
、
車
に
付
け
る
下
簾
は
右
大
臣
顕
光
が
厚
意
に
よ
っ
て
貸
し
て
く
れ
る
と
の

こ
と
な
の
で
、
下
簾
は
用
意
し
な
か
っ
た
。
す
る
と
兄
は
顕
光
が
提
供
し
て
く
れ
た

下
簾
を
私
の
も
と
に
「
見
送
」
し
て
、
「
新
任
納
言
の
初
め
て
の
参
内
に
使
う
下
簾
と

し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
代
物
な
の
で
懸
け
用
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
あ
な
た
が

持
っ
て
い
る
善
い
下
簾
を
送
っ
て
ほ
し
い
」
と
連
絡
し
て
き
た
。
そ
こ
で
急
濯
、
貸

し
送
ろ
う
と
し
て
い
た
車
に
下
簾
を
懸
け
廻
ら
せ
て
送
り
届
け
た
。
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3
長
和
三
年
（
一

O
一
四
）
五
月
十
五
日
条

可
レ
出
一
一
外
記
一
走
馬
解
文
、
従
一
一
四
条
大
納
言
、

各
加
一
一
取
捨
一
耳
、

右
衛
門
督
許
見
1
送
之

第 6号史人

明
日
、
三
条
天
皇
の
道
長
士
御
門
第
行
幸
に
お
い
て
競
馬
が
行
わ
れ
る
が
、
道
長

か
ら
親
王
・
公
卿
に
対
し
て
競
馬
に
出
場
す
る
馬
の
提
供
が
求
め
ら
れ
た
。
道
長
は

実
資
に
気
を
遣
っ
て
、
馬
が
な
い
と
聞
い
た
が
貸
そ
う
か
と
わ
ざ
わ
ざ
申
し
出
て
、

実
資
は
い
た
く
恐
縮
し
て
い
る
。
右
の
記
事
は
そ
の
遣
り
取
り
の
後
に
続
く
。
馬
の

提
供
者
た
ち
は
「
走
馬
解
文
」
（
毛
付
文
）
を
外
記
に
提
出
す
る
の
で
あ
る
が
、
権
大

納
言
公
任
と
兄
権
中
納
言
右
衛
門
督
懐
平
か
ら
私
の
も
と
に
そ
れ
ぞ
れ
「
走
馬
解

文
」
を
「
見
送
」
し
て
き
た
の
で
、
私
（
実
資
）
は
二
人
の
解
文
の
字
句
を
ほ
ん
の

少
し
添
削
し
（
て
返
送
し
）
た
。
「
毛
付
文
」
は
外
記
に
進
め
た
あ
と
右
馬
寮
御
監
の

右
大
将
実
資
か
ら
進
奏
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
二
人
は
事
前
に
実
資
に
添
削
を

求
め
た
の
で
あ
る
。

4

長
和
四
年
（
一

O
一
五
）
五
月
十
三
日
条

史
致
孝
写
進
昨
闘
請
、
威
儀
師
智
尊
一
五
、
某
々
辞
書
三
枚
出
来
者
、

（
制
力
）

所
未
見
送
、
昨
貴
・
会
慶
等
云
々
、
東
大
寺
、
可
レ
輔
閥
請

以
致
孝
仰
｜
遣
弁
資
業
一
、
但
憧
聞
辞
書
数
一
、
可
補
満
也
、

行
事

之
由
、

私
実
資
は
、
臨
時
仁
王
会
行
事
検
校
で
あ
る
。
仁
王
会
を
ま
え
に
請
僧
に
多
数
の

辞
退
者
が
出
た
の
で
昨
日
二
二
人
の
闘
請
（
欠
員
補
充
）
を
定
め
、
行
事
史
津
守
致

孝
が
今
日
そ
れ
を
写
進
し
て
き
た
。
致
孝
は
「
威
儀
師
智
尊
が
辞
退
届
が
さ
ら
に
三

枚
提
出
さ
れ
て
き
た
と
言
っ
て
き
ま
し
た
が
、
仁
王
会
行
事
所
に
は
ま
だ
「
見
送
」

さ
れ
て
き
て
い
ま
せ
ん
。
昨
貴
・
会
慶
ら
だ
と
の
こ
と
で
す
。
彼
ら
は
東
大
寺
僧

で
す
」
。
私
は
闘
請
を
補
す
よ
う
に
致
孝
を
通
し
て
行
事
弁
資
業
に
命
じ
た
。
た

だ
し
辞
退
届
の
数
を
正
確
に
確
か
め
て
、
請
僧
定
員
を
満
た
す
よ
う
に
伝
え
た
。

5
長
和
五
年
（
一

O
一
六
）
正
月
十
四
日
条

昨
日
所
レ
作
御
譲
位
日
式
大
納
言
公
任
卿
執
筆
所
レ
作
、
卿
相
加
レ
調
、
今

朝
見
送
云
、
閑
案
下
雌
黄
可
一
返
給
者
、
削
定
可
レ
献
一
左
相
府
云
々
、

但
大
略
縁
道
事
付
レ
点
、
猶
此
事
如
何
乎
者
、

( 175) 

昨
日
、
左
大
臣
道
長
以
下
が
定
め
、
権
大
納
言
公
任
が
執
筆
し
て
公
卿
た
ち
が

加
筆
し
た
三
条
天
皇
譲
位
日
の
式
を
、
公
任
が
今
朝
私
（
実
資
）
の
も
と
に
「
見

送
」
し
て
き
で
、
「
ご
機
嫌
う
る
わ
し
い
あ
な
た
様
へ
、
添
削
し
て
送
り
返
し
て

下
さ
い
（
「
関
」
は
う
る
わ
し
い
の
意
、
「
案
下
」
は
机
下
の
意
、
「
雌
黄
」
は

添
削
の
意
）
」
、
と
の
手
紙
が
添
え
で
あ
っ
た
。
添
削
し
た
決
定
案
を
左
大
臣
道
長

に
献
じ
る
こ
と
に
し
て
い
る
、
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
た
だ
し
「
縁
道
」
（
行
幸
の

経
路
）
に
蓮
を
敷
く
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
す
で
に
指
摘
し
た
こ
と
だ
。
い
ま
さ

ら
添
削
し
て
ほ
し
い
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
、
と
思
っ
た
。
添
削
を

求
め
て
い
る
の
だ
か
ら
、
実
資
は
添
削
し
た
ら
返
送
す
る
こ
と
に
な
る
。



6
長
和
五
年
（
一

O
一
六
）
正
月
二
十
二
日
条

譲
位
式
従
一
一
大
納
言
許
被
二
見
送
也
、
先
レ
是
六
箇
度
被
レ
送
、
柳
有

両
疑
一
、
改
直
亦
被
レ
送
也
、
伝
忠
明
日
哩
不
レ
知
一
何
物
、
伺
尋
一
其
事
一
、

長
十
年
記
見
一
一
大
刀
契
、
伺
件
就
昨
日
送
、
即
載
二
或
式
文
一
了
、

『小右記』こぼれ話

史
料
5
ど
一
連
の
八
日
後
の
記
事
で
あ
る
。
三
条
天
皇
譲
位
式
の
草
案
が
大
納
言

公
任
か
ら
「
見
送
」
さ
れ
て
き
た
が
、
実
は
こ
れ
以
前
に
す
で
に
六
回
も
送
っ
て
き

た
も
の
で
あ
る
（
史
料
5
は
そ
の
う
ち
の
一
回
）
。
一
箇
所
か
二
箇
所
に
つ
い
て
い
さ

さ
か
疑
問
が
あ
っ
た
か
ら
指
摘
し
た
と
こ
ろ
（
「
縁
道
」
の
こ
と
な
ど
て
訂
正
し
て

ま
た
送
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
（
以
下
の
解
釈
は
略
す
）
。
こ
の
記
事
の
な
か
で
、

「
被
て
見
送
一
」
と
「
改
直
亦
被
レ
送
」
は
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
か
ら
、
こ

こ
で
は
「
見
送
」
は
「
訂
正
し
た
譲
位
式
案
を
実
際
に
送
っ
て
く
る
」
と
い

う
意
で
あ
り
、
実
資
は
添
削
し
て
返
送
す
る
の
で
あ
る
。
史
料

5
も
同
じ
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
を
史
料
ー
か
ら
史
料

4
ま
で
で
確
か
め
て
み
よ
う
。

そ
の
前
に
「
被
」
付
き
の
敬
語
体
の
「
見
送
」
と
、
「
被
」
な
し
普
通
体
の

「
見
送
」
に
つ
い
て
ひ
と
言
付
け
加
え
て
お
こ
う
。
史
料

3

・
史
料

5
は、

公
任
が
実
資
に
「
見
送
」
し
て
い
る
が
「
被
」
な
し
の
普
通
体
で
あ
る
。
し

か
る
に
史
料

6
は
同
じ
く
公
任
が
実
資
に
「
見
送
」
し
て
い
る
の
に
、
「
見

送
」
を
含
め
三
箇
所
、
公
任
の
行
為
が
「
被
」
付
き
敬
語
体
に
な
っ
て
い
る
。

史
料

1
の
「
被
」
付
き
敬
語
体
の
「
見
送
」
の
主
語
が
道
長
な
の
か
公
任
な

の
か
、
迷
っ
た
所
以
で
あ
る
。

史
料
1
は
、
公
任
か
ら
、
「
大
嘗
会
事
」
の
抄
出
分
が
実
資
の
許
に
実
際
に
送
ら
れ

て
き
た
、
と
い
う
意
で
あ
る
。
あ
と
で
返
却
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
史
料
2
は
、
新
任

権
中
納
言
実
資
兄
懐
平
が
、
顕
光
か
ら
借
り
た
使
い
物
に
な
ら
な
い
下
簾
を
実
資
の

も
と
に
こ
ん
な
代
物
だ
と
実
際
に
送
っ
て
き
た
の
で
あ
り
、
当
然
だ
が
実
資
は
こ
れ

を
懐
平
に
返
送
す
る
こ
と
に
な
る
。
史
料
3
は
、
公
任
と
懐
平
か
ら
土
御
門
第
行
幸 天一

競
馬
に
供
出
す
る
走
馬
の
名
前
や
毛
付
を
書
い
て
外
記
に
提
出
す
る
「
走
馬
解
文
」

が
、
実
資
の
も
と
に
実
際
に
送
ら
れ
て
き
て
、
実
資
は
添
削
し
て
返
送
し
た
。
史
料

4
は
、
臨
時
仁
王
会
請
僧
の
う
ち
昨
日
僧
綱
に
出
さ
れ
た
辞
退
届
が
仁
王
会
行
事
所

に
ま
だ
実
際
に
送
ら
れ
て
こ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
後
、
仁
王
会
運
営
の
た
め
行
事

所
に
「
見
送
」
さ
れ
た
は
ず
の
辞
書
は
、
闘
請
を
補
し
た
あ
と
、
綱
所
に
返
送
さ

れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う
し
て
史
料
6
ま
で
の
「
見
送
」
は
す
べ
て
「
実
際
に

送
る
」
と
い
う
意
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
実
際
に
送
ら
れ
て
き
た

モ
ノ
や
文
書
・
記
文
を
、
実
資
（
史
料
4
は
行
事
所
）
は
実
際
に
見
て
点
検
あ
る
い

は
添
削
し
て
返
送
す
る
。

＊ 

『
小
右
記
』
の
用
例
は
あ
と
六
例
あ
る
。
語
義
が
明
確
に
な
っ
た
以
上
、
細
か
な

検
討
は
必
要
な
い
が
、
せ
っ
か
く
だ
か
ら
み
て
お
こ
う
。

（

勝

卯

公

仔

）

（

教

通

）

7
寛
仁
元
年
（
一

O
一
七
）
十
月
十
五
日
条
「
四
条
大
納
言
為
一
一
婿
左
将
軍
一
抄
｜

出
大
将
作
法
事
等
、
被
一
見
送
、
殊
無
一
一
珍
事
＼
書
留
明
日
可
一
返
奉
一
、
又
有

ド
被
一
疑
問
送
一
事
等

L
は
、
「
公
任
が
婿
左
近
衛
大
将
教
通
の
た
め
に
「
大
将
作
法

事
」
を
抄
出
し
て
、
実
資
の
も
と
に
点
検
を
求
め
て
送
っ
て
き
た
。
特
段
お
か
し
い

箇
所
は
な
か
っ
た
。
実
資
も
（
便
利
だ
か
ら
）
書
き
写
し
て
明
日
返
す
こ
と
に
し
た
。

公
任
か
ら
は
大
将
作
法
に
付
き
疑
問
点
に
つ
い
て
も
送
っ
て
き
た
。
こ
の
例
も
、
実

際
に
送
っ
て
来
た
記
文
を
見
て
添
削
し
て
返
送
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
主

語
が
公
任
で
あ
る
「
見
送
」
「
疑
問
送
」
は
、
「
被
」
付
き
敬
語
体
で
あ
る
。

8
寛
仁
元
年
（
一

O
一
七
）
十
二
月
二
十
七
日
条
「
（
大
納
言
）
被
レ
見
寸
送
吉
平

勘
申
従
二
明
年
一
三
ヶ
年
勘
丈
＼
多
不
吉
事
一
」
は
、
公
任
か
ら
「
陰
陽
師
安
倍

吉
平
が
勘
申
し
た
来
年
以
降
三
ヶ
年
分
の
吉
凶
勘
文
を
私
実
資
の
も
と
に
送
っ
て
き

た
。
拝
見
す
る
と
不
吉
の
こ
と
が
多
か
っ
た
」
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
例
も
、

実
際
に
送
っ
て
き
た
勘
文
を
実
資
は
見
た
あ
と
で
返
送
す
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
も

「
被
」
付
き
敬
語
体
で
あ
る
。

9
寛
仁
二
年
（
一

O
一八）

( 176) 

四
月
十
三
日
条

「
昨
日
四
条
大
納
言
公
任
、

位
以
氷
山

t
4
l

レ一三
I
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（
実
資
の
姉
尼
君
の
喪
に
つ
い
て
の
）
白
仮
事
、
件
仮
案
内
先
日
間
J
送
下
官
＼

即
則
刊
剖
故
殿
正
筆
御
書
出
吋
山
者
」
は
、
実
資
が
公
任
に
実
頼
自
筆
御
室
田
（
尼
君

を
実
頼
の
「
戸
」
に
入
れ
た
証
文
）
の
現
本
を
実
際
に
送
っ
て
、
公
任
と
尼
君
と
の

親
等
を
確
か
め
さ
せ
た
と
い
う
も
の
で
、
こ
の
例
も
「
実
際
に
送
る
」
の
意
で
あ
り
、

送
っ
て
貰
っ
た
公
任
は
見
た
あ
と
で
実
資
に
返
送
し
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

（
経
過
）

I
l
l
l－

M

寛
仁
三
年
（
一

O
一
九
）
五
月
四
日
条
「
大
宰
府
報
符
従
一
左
中
弁
許
見
送

之
、
止
一
軒
滑
襲
来
文
可
レ
改
一
軒
滑
来
侵
之
由
示
遣
了
」
は
、
刀
伊
入
冠
対
策
と

し
て
大
宰
府
に
下
す
報
符
案
を
左
中
弁
経
通
が
実
資
に
実
際
に
送
っ
て
き
た
の
で
、

実
資
は
「
野
猪
襲
来
」
の
字
句
を
「
野
猪
来
侵
」
に
修
正
す
る
よ
う
指
示
し
た
。
こ
の
例

も
実
際
に
送
っ
て
き
た
報
符
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
修
正
意
見
を
副
え
て
返
送
し
て
い
る
。

H

寛
仁
三
年
（
一

O
一
九
）
八
月
十
日
条
「
中
将
長
家
以
政
職
朝
臣
見
J
送
将

監
扶
宣
・
府
生
保
重
過
状
、
見
了
」
は
、
右
大
将
実
資
の
も
と
に
右
中
将
長
家

（
道
長
六
男
）
の
使
者
と
し
て
源
政
職
が
右
将
監
高
扶
宣
・
府
生
保
重
が
書
い
た
過

状
（
始
末
書
）
の
現
物
を
実
際
に
送
っ
て
き
た
の
で
、
そ
れ
を
点
検
し
た
。
『
小
右

記
』
寛
仁
三
年
八
月
六
日
条
、
同
十
月
十
五
日
条
で
も
政
職
は
長
家
の
使
宥
と
し
て

実
資
に
連
絡
し
て
き
で
い
る
か
ら
、
政
職
は
道
長
家
司
兼
長
家
宅
司
だ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
過
状
を
確
認
し
た
実
資
は
、
そ
れ
を
政
職
に
渡
し
て
中
将
長
家
に
届
け
さ
せ

た
で
あ
ろ
う
。
道
長
息
で
あ
る
に
し
て
も
、
大
将
と
中
将
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
右
近

衛
府
の
内
部
連
絡
に
道
長
家
家
司
が
介
在
し
て
い
る
点
は
注
意
し
て
よ
い
。
そ
れ
は

と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
例
も
、
実
際
に
送
っ
て
き
た
過
状
を
実
資
は
見
た
あ
と
中

将
長
家
に
返
却
す
る
。

（
良
川
）

ロ
長
元
二
年
（
一

O
二
九
）
九
月
一
日
条
「
律
師
消
息
五
、
内
御
修
法
念
覚
僧

都
日
在
奉
仕
、
而
請
｜
過
料
物
、
向
至
七
日
可
レ
行
、
彼
日
可
参
入
出
有

〔
飢
料
相
）

1
1
1
1
1
0

頭
弁
書
状
、
相
副
立
（
書
見
送
之
、
即
返
遣
了
」
は
、
実
資
実
子
の
律
師
良
円

か
ら
「
日
頃
内
裏
の
御
修
法
に
奉
仕
し
て
い
る
念
覚
僧
都
が
経
費
を
過
剰
に
請
求
し

て
い
ま
す
。
九
月
七
日
に
御
修
法
奉
仕
が
あ
る
の
で
頭
弁
経
頼
か
ら
私
良
円
に
参
内

し
て
御
修
法
に
奉
仕
す
る
よ
う
書
状
が
あ
り
ま
し
た
」
と
い
う
手
紙
が
あ
っ
た
。
経

第 61,;. 史人

頼
の
書
状
を
副
え
て
送
っ
て
き
た
。
私
実
資
は
読
ん
だ
う
え
で
経
頼
書
状
を
良
円
に

返
送
し
た
。
こ
れ
も
実
際
に
送
っ
て
き
た
経
頼
書
杖
を
実
資
は
見
た
あ
と
で
返
送
し

て
い
る
。
以
上
、
『
小
右
記
』
の
な
か
で
実
資
が
使
う
「
見
送
」
の
語
は
す
べ
て
「
実

際
に
送
る
」
と
い
う
意
で
あ
り
、
送
っ
て
き
た
文
書
な
ど
は
見
た
あ
と
で
た
い
て
い

返
送
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

＊
 

と
こ
ろ
で
、
『
諸
橋
大
漢
和
辞
典
』
で
「
見
」
を
引
く
と
、
「
い
ま
。
ま
の
あ
た
り
。

現
在
。
現
に
同
じ
」
の
意
が
あ
る
。
『
小
右
記
』
の
「
見
送
」
の
用
例
は
、
史
料
4
に

「
未
見
送
」
、
史
料
5
に
「
今
朝
見
送
」
と
あ
り
、
「
い
ま
」
「
現
在
」
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
が
、
「
現
実
に
」
「
ま
の
あ
た
り
に
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
「
実
際
に
送

る
」
で
あ
り
、
こ
の
意
で
と
っ
て
い
い
。
実
は
、
古
代
中
世
で
は
、
現
在
在
任
中

（
現
職
・
現
任
）
で
あ
る
こ
と
を
「
見
任
」
（
げ
ん
に
ん
）
と
表
記
し
、
現
実
に
（
実

際
に
）
作
付
け
さ
れ
た
田
地
を
「
見
作
」
（
、
げ
ん
さ
く
て
現
実
に
（
実
際
に
）
納
入

さ
れ
た
（
る
）
貢
納
物
を
「
見
納
」
（
げ
ん
の
う
）
と
表
記
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ

る
。
『
諸
橋
大
漢
和
辞
典
』
に
は
「
見
作
」
「
見
納
」
は
な
い
が
「
見
任
」
は
あ
り
、

「
現
任
。
現
職
」
と
説
明
し
て
い
る
。
『
小
右
記
』
の
「
見
送
」
の
用
例
は
、
こ
れ
ら

「
見
任
」
「
見
作
」
「
見
納
」
と
同
じ
「
見
」
の
用
法
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ

る
な
ら
読
み
は
「
み
お
く
る
」
で
は
な
く
「
げ
ん
そ
う
」
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
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こ
の
よ
う
に
述
べ
て
き
て
、
ハ
タ
と
気
が
つ
い
た
。
返
送
す
る
こ
と
を
前
提
に
送

っ
て
く
る
の
だ
か
ら
、
や
や
こ
し
く
考
え
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
「
み
せ
お
く
る
」
と

読
め
ば
す
む
こ
と
だ
。
こ
れ
ま
で
時
間
を
か
け
て
記
事
を
解
釈
し
て
き
た
こ
と
が
無

駄
に
な
っ
た
か
。
そ
こ
で
行
成
の
『
権
記
』
に
あ
た
っ
て
み
た
（
日
文
研
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
）
。
用
例
は
0
。
『
兵
範
記
』
『
山
塊
記
』
に
も
あ
た
っ
て
み
た
（
歴
降
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
）
。
や
は
り
用
例
は
0
。
経
頼
の
『
左
経
記
』
に
一
例
だ
け
あ
っ
た
（
暦
博
デ

ー
タ
ベ
ー
ス
）

0



日
『
左
経
記
』
長
元
元
年
（
一

O
二
八
）
七
月
一
日
条

心
誉
僧
都
於
一
三
井
寺
、
限
一
一
五
七
日
修
一
全
剛
童
子
法
、
始
レ
従
今
日
一
七

個
日
於
一
一
叡
山
令
一
良
明
師
供
一
薬
師
、
料
米
三
石
一
斗
余
、
油
二
升
一
A
A

口、

此
外
五
穀
桶
等
物
見
送
之
、

『小右記』こぼれ話

経
頼
は
五
三
歳
で
左
中
弁
。
翌
年
正
月
右
大
弁
・
蔵
人
頭
に
な
る
（
『
公
卿
補

任』）
0

経
頼
は
今
日
か
ら
、
園
城
寺
で
心
誉
に
除
災
・
延
命
祈
願
の
た
め
に
三
五
日

間
金
剛
童
子
法
を
修
さ
せ
、
延
暦
寺
で
良
明
に
七
日
間
、
除
病
厄
難
泊
除
安
息
を
祈

る
薬
師
供
を
行
わ
せ
た
。
そ
の
た
め
に
経
頼
は
「
料
米
三
石
一
斗
余
、
油
一
一
升
一
合
、

比
外
五
穀
桶
等
物
」
を
心
誉
と
良
明
の
も
と
に
「
見
送
」
し
た
。

こ
の
場
合
、
『
小
右
記
』
の
と
き
の
よ
う
に
「
見
せ
送
る
」
か
も
し
れ
な
い
と
考
え

込
む
余
地
は
な
い
。
代
物
で
も
手
形
で
も
な
く
、
米
・
油
な
ど
の
「
現
物
」
を
送
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
資
と
経
頼
の
「
見
送
」
の
用
法
が
同
じ
と
は
限
ら
な
い

が
、
『
小
右
記
』
の
「
見
透
」
の
読
み
方
は
や
は
り
「
げ
ん
そ
う
」
、
語
義
は
現
物
を

送
る
、
で
い
い
こ
と
に
し
て
お
こ
う
。

実
資
の
実
子
、

幼
名
観
薬
は
良
円
か
？

下
向
井
龍
彦

藤
原
実
資
に
、
幼
名
を
「
観
薬
」
と
い
う
実
子
が
い
た
こ
と
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ

て
い
な
い

2
0
一
方
、
実
資
の
実
子
に
権
少
僧
都
良
円
が
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。
小
論
は
、
こ
の
観
薬
が
良
円
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
可
能
性
に
つ
い
て

検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

＊ 

『
小
右
記
』
寛
弘
二
年
（
一

O
O
五）

一
一
月
十
日
条
に

小
時
帰

の
記
事
が
あ
る
。
実
資
が
「
町
尻
殿
」
を
訪
問
し
て
、
「
弁
」
が
生
ん
だ
実
子
の
小
童

と
会
っ
た
。
ほ
ん
の
少
し
居
た
だ
け
で
帰
っ
た
、
と
い
う
記
事
で
あ
る
（
以
下
、
本
稿

で
は
『
小
右
記
』
記
事
に
つ
い
て
は
典
拠
を
一
不
さ
な
い
て

町
尻
殿
は
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
に
疫
病
で
死
去
し
た
七
日
開
白
道
兼
の
邸
宅
で

あ
っ
た
。
左
京
二
条
三
坊
五
町
の
地
で
あ
る
。
同
十
一
町
に
あ
っ
た
実
資
第
小
野
宮

の
南
西
斜
向
か
い
に
あ
た
り
、
道
兼
死
後
は
、
道
兼
妻
で
一
条
天
皇
の
「
宣
旨
」
で

あ
っ
た
大
蔵
卿
藤
原
遠
量
女
が
住
ん
で
い
た
ら
し
い
と
い
う
説
が
あ
る

2
0
こ
の
説

に
従
え
ば
、
町
尻
殿
に
住
む
「
弁
」
は
遠
量
女
に
仕
え
て
宮
仕
え
し
て
い
た
女
性
と

い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
恨
拠
と
さ
れ
る
『
小
右
記
』
長
徳
三
年

（
九
九
七
）
六
月
三
日
条
に
み
え
る
「
故
宣
旨
」
は
実
資
の
乳
母
で
、
六
月
三
日
は

そ
の
忌
日
。
長
元
三
一
年
（
一

O
三
O
）
六
月
三
日
条
に
「
故
乳
母
忌
目
、
宵
旨
、
」
と

あ
り
、
「
故
宣
旨
」
は
道
兼
妻
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
実
資
は
永
一
昨
元
年
（
九
八
九
）
七
月
十
日
、
乳
母
の
「
宣
旨
」
の
病
を

「
二
条
」
に
見
舞
い
、
長
徳
三
年
六
月
一
一
一
目
、
「
故
宣
旨
」
の
遠
忌
の
供
養
料
と
し
て

布
・
米
を
「
二
条
」
に
送
っ
て
い
る
。
こ
の
「
二
条
」
が
町
尻
殿
（
一
＋
条
殿
）
を
指

す
と
す
れ
ば
、
実
資
乳
母
「
宣
旨
」
は
、
長
徳
元
年
に
道
兼
が
亡
く
な
る
ま
で
は
町

尻
殿
に
道
兼
二
家
、
遠
且
一
二
家
と
同
居
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ

の
時
期
、
実
資
が
『
小
右
記
』
に
ご
一
条
」
と
書
く
場
合
、
実
資
亡
妻
の
源
惟
正
女

と
と
も
に
暮
ら
し
た
小
野
宮
第
南
東
斜
向
か
い
二
条
三
坊
卜
三
町
の
「
二
条
家
」
で

あ
る
。
「
町
尻
殿
」
が
道
兼
の
「
二
条
殿
」
を
指
す
固
有
名
詞
で
は
な
く
、
「
町
尻
」

に
あ
る
邸
宅
と
い
う
な
ら
（
『
小
右
記
』
に
は
こ
の
一
個
所
し
か
所
見
は
な
い
て
か

つ
て
実
資
邸
で
あ
り
現
在
は
道
長
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
「
二
条
家
」
も
「
町
尻

殿
」
で
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
は
「
町
尻
殿
」
が
ど
の
第
宅
な
の
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